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(57)【要約】
　本発明は、テクスチャライズできるタンパク質と結合
剤とを含んでなる構造化タンパク質製品に関する。本発
明はまた、実質的に整列したタンパク質繊維がある、小
麦非含有、特に無グルテンの構造化タンパク質製品を押
し出す方法にも関する。本方法はまた、小麦含有混合物
でも機能する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実質的に整列した繊維があり、少なくとも１つの無グルテンタンパク質材料および結合
剤を含んでなる、構造化タンパク質製品。
【請求項２】
　前記タンパク質材料が、ダイズタンパク質またはその他のテクスチャライズできるタン
パク質である、請求項１に記載の製品。
【請求項３】
　前記ダイズタンパク質が、ダイズ単離物、ダイズタンパク質濃縮物、ダイズ粉、および
それらの組み合わせからなる群から選択される、請求項２に記載の製品。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの無グルテンタンパク質材料および結合剤が、単一源成分である、
請求項１に記載の製品。
【請求項５】
　前記結合剤が、多糖類、単糖類、二糖類、およびそれらの組み合わせからなる群から選
択される、請求項１に記載の製品。
【請求項６】
　前記結合剤が、デンプン、デンプン代替品、およびそれらの組み合わせからなる群から
選択される、請求項５に記載の製品。
【請求項７】
　前記タンパク質材料が７５％～１００％に及ぶ量で存在し、前記結合剤が０％～２５％
に及ぶ量で存在する、請求項１に記載の製品。
【請求項８】
　前記結合剤が、タンパク質、脂質、およびそれらの組み合わせからなる群から選択され
る、請求項１に記載の製品。
【請求項９】
　前記構造化タンパク質製品が、少なくとも１４００グラムの平均剪断強さと、少なくと
も１７％の平均細断特性解析を有する、請求項１に記載の製品。
【請求項１０】
　前記構造化タンパク質製品が、少なくとも２０００グラムの平均剪断強さと、少なくと
も１７％の平均細断特性解析を有する、請求項１に記載の製品。
【請求項１１】
　前記構造化タンパク質製品が、少なくとも２６００グラム平均剪断強さと、少なくとも
１７％の平均細断特性解析を有する、請求項１に記載の製品。
【請求項１２】
　前記構造化タンパク質製品が、図１ｂの顕微鏡写真に描写される様式で実質的に整列し
たタンパク質繊維を含んでなる、請求項１に記載の製品。
【請求項１３】
　着色組成物をさらに含んでなる、請求項１に記載の製品。
【請求項１４】
　前記着色組成物が、ビーツ、アナットー、カラメル色素、およびアミノ酸源を含んでな
る、請求項１３に記載の製品。
【請求項１５】
　抗酸化剤、水、香辛料、および香味料をさらに含んでなる、請求項１に記載の製品。
【請求項１６】
　請求項１のタンパク質製品を含んでなる、再構成製品。
【請求項１７】
　前記再構成製品が肉を含んでなる、請求項１６に記載の再構成製品。
【請求項１８】
　前記再構成性製品が肉無しである、請求項１６に記載の再構成製品。



(3) JP 2013-509195 A 2013.3.14

10

20

30

40

50

【請求項１９】
　少なくとも１つの無グルテンタンパク質材料と結合剤をダイアセンブリーを通じて押し
出し、実質的に整列したタンパク質繊維を有する構造化タンパク質製品を形成するステッ
プを含んでなる、構造化タンパク質製品を製造する方法。
【請求項２０】
　前記構造化タンパク質製品が、少なくとも１４００グラムの平均剪断強さと、少なくと
も１７％の平均細断特性解析を有する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記構造化タンパク質製品が少なくとも２０００グラムの平均剪断強さと、少なくとも
１７％の平均細断特性解析を有する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記構造化タンパク質製品が少なくとも２６００グラムの平均剪断強さと、少なくとも
１７％の平均細断特性解析を有する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記構造化タンパク質製品が、図１ｂの顕微鏡写真に描写する様式で実質的に整列した
タンパク質繊維を含んでなる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記タンパク質材料が乾燥物質ベースで約４０％～約９０％のタンパク質を有する、請
求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本明細書は、その内容全体を参照によって本明細書に援用する、２００９年１０月３１
日に出願された米国仮特許出願第６１／２５６，９６５号明細書の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、構造化タンパク質製品、およびこのような製品を製造する方法を提供し、得
られる製品は高度に構造化されたタンパク質製品である。特に構造化タンパク質製品はタ
ンパク質を含み、結合剤を含んでいてもよく、好ましくは無小麦または無グルテン(glute
n free)である。
【背景技術】
【０００３】
　食品開発者らは、多種多様な植物タンパク質から、牛肉、豚肉、家禽、魚、および甲殻
類類似物などの許容可能な肉様食品を調製する方法を開発するために長時間を割いてきた
。ダイズタンパク質は、その相対的存在量と妥当な低価格のために、タンパク質源として
利用されている。肉類似物は、押し出し工程を使用して調製し得る。押し出されると、押
し出し物は一般に膨張して、いくぶん構造化された物質を形成する。高タンパク質押し出
し物からできた肉類似物は、筋肉様テクスチャ特性と口当たりを欠いているために、現在
に至るまでその受容性は限定的である。むしろそれらは、形成されたランダム構造を主因
とする、スポンジ状であり容易にかみこなせないことで特徴付けられる。一般的な用途は
、ハンバーグタイプの挽肉増量剤である。
【０００４】
　さらに一部の消費者による小麦またはグルテンに対するアレルギーと嫌悪のために、小
麦または小麦グルテンを含む成分の使用なしに、構造化タンパク質製品を製造することが
所望される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　主に非構造化成分を使用して、動物肉の線維性構造をシミュレートし、許容可能な筋肉
様テクスチャを有する、無小麦または無グルテンの構造化タンパク質製品を製造すること
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に対する、依然として満たされていない必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の重要な態様は、主に非構造化成分から構造化タンパク質製品を開発することで
ある。この構造化タンパク質製品は、調理動物肉に類似した粘稠度を有し得る。本発明は
、特に結合剤を含んでいてもよい、構造化タンパク質製品である。タンパク質が少なくと
も１つのオリゴ糖類または多糖類構成要素を含む場合、タンパク質は追加的構成物なしに
使用し得る。追加的構成物なしに２種以上のタンパク質を使用し得る。これらの構成物は
、タンパク質が押し出し中に剪断場で引き伸ばされて、動物肉類似構造を有する細長いタ
ンパク質ストランドが作り出されるようにしてなくてはならない。したがって使用される
場合、タンパク質および結合剤は、タンパク質が押し出し中にストランドに引き伸ばされ
るようにすべきであり、それは後から機械的に分離され得る。例示的な結合剤としては、
オリゴ糖類、多糖類、二糖類、単糖類、その他のデンプン、脂質、および主要タンパク質
として使用されるタンパク質以外のあらゆるタンパク質が挙げられる。
【０００７】
　現行の本発明の類似製品は調合物中で小麦グルテンを使用するが、本発明は小麦および
／またはグルテンを必要としない。したがって本発明は、多様なテクスチャライズできる
タンパク質を組み込んで、実質的に整列した繊維を示す構造化タンパク質製品を作り出し
てもよい。本発明はまた、構造化タンパク質製品を製造する方法を提供する。完成品は、
再構成菜食主義製品、全筋様製品、再構成肉製品、またはその他の食物組成物を作り出す
のに使用し得て、そこではタンパク質ストランドが最終製品中に構造を提供する。要約す
れば、構造化タンパク質製品は、その他の任意の構成物に加えて、少なくとも１つのタン
パク質を含有して、結合剤を含有していてもよい。タンパク質含量は、構造化タンパク質
製品の乾燥重量を基準にして約４０％～約１００％である。構造化タンパク質製品の乾燥
重量を基準にして、約０％～約３５％に等しい量で任意の結合剤を添加し得る。
【０００８】
　本発明の別の態様は、本発明の構造化タンパク質製品を含んでなる、再構成肉組成物を
製造する方法を提供する。
【０００９】
　本発明のさらなる態様は、多様な製品中で使用される構造化タンパク質製品を提供する
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１ａ】チキンの筋肉繊維を示す顕微鏡写真画像を描写する。
【図１ｂ】単離ダイズタンパク質、タピオカデンプン、およびその他の成分を使用した、
本発明の構造化タンパク質製品を示す、顕微鏡写真画像を描写する。
【図２】単離ダイズタンパク質、コーンフラワー、およびその他の成分を使用した、本発
明の構造化タンパク質製品を示す、顕微鏡写真画像を描写する。
【図３】単離ダイズタンパク質、米粉、およびその他の成分を使用した、本発明の構造化
タンパク質製品を示す、顕微鏡写真画像を描写する。
【図４】単離ダイズタンパク質とタピオカデンプンのみを使用した、本発明の構造化タン
パク質製品を示す、顕微鏡写真画像を描写する。
【図５ａ】市販されるテクスチャ加工されたダイズ濃縮物を示す顕微鏡写真画像を描写す
る。
【図５ｂ】ダイズタンパク質濃縮物、タピオカデンプン、およびその他の成分を使用した
、本発明の構造化タンパク質製品を示す、顕微鏡写真画像を描写する。
【図６ａ】市販されるテクスチャ加工ダイズ粉を示す、顕微鏡写真画像を描写する。
【図６ｂ】ダイズ粉を使用した本発明の構造化タンパク質製品を示す、顕微鏡写真画像を
描写する。
【００１１】
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カラー図面への言及
　本明細書はカラーで撮影された少なくとも１つの写真を収録する。この特許出願のカラ
ー写真付きコピーは、要請と必要な手数料の支払いがあれば、特許庁によって提供される
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、所望の構造を有さない成分から、構造化タンパク質製品を作り出す方法を提
供する。特に本発明は、無小麦および／または無グルテンであり得る構造化タンパク質製
品に関する。得られる製品は、少なくとも１つのタンパク質と任意の結合剤を含んでなる
。
【００１３】
　その原料または成分分類に関わりなく、押し出し工程で利用される成分は、典型的に実
質的に整列したタンパク質繊維を有する押し出し物を形成できる。このような成分の適切
な例については、以下でより詳細に述べる。
【００１４】
　構造化タンパク質製品中で使用されるタンパク質成分は、テクスチャライズされ得るタ
ンパク質である。テクスチャライズされ得るタンパク質であるとしては、ダイズタンパク
質が挙げられるが、これに限定されるものではない。無小麦または無グルテン製品が好ま
しいので、使用されるタンパク質は、小麦または近縁種または亜種由来であってはならな
い。
【００１５】
　特定のダイズタンパク質製品としては、ダイズタンパク質単離物製品が挙げられる。ダ
イズタンパク質単離物は結合剤と共に使用して、線維性のタンパク質製品を形成するべき
である。任意の成分を添加して、追加的な所望の特徴を製品に与え得る。
【００１６】
　第２の製品はダイズタンパク質濃縮物を含んでなり、結合剤と共に使用して構造化タン
パク質製品を構成し得る。任意の成分を添加して、追加的な所望の特徴を製品に与え得る
。
【００１７】
　第３の製品はダイズ粉を含んでなり、結合剤と共に使用して構造化タンパク質製品を構
成し得てもよい。この第３の製品には追加的結合剤は必要でない。その他の任意の成分を
添加して、追加的な所望の特徴を製品に与え得る。
【００１８】
　したがってタンパク質源としては、ダイズ粉、ダイズタンパク質濃縮物、ダイズタンパ
ク質単離物、その他のテクスチャライズできるタンパク質およびそれらの組み合わせが挙
げられるがこれに限定されるものではない。
【００１９】
（Ａ）タンパク質含有材料
（ｉ）植物性タンパク質材料
　例示的実施態様では、植物に由来する少なくとも１つの成分を利用して、タンパク質含
有材料を形成する。一般的に言えば、成分はタンパク質を含んでなる。利用される成分中
に存在するタンパク質量は、用途に応じて変動し得て、また変動する。例えば組成物で利
用されるタンパク質含有成分量は、組成物の約４５重量％～約１００重量％（乾燥ベース
）に及んでもよい。別の実施態様では、利用されるタンパク質含有成分中に存在するタン
パク質の量は、組成物の約５０重量％～約１００重量％（乾燥ベース）に及んでもよい。
さらなる実施態様では、利用されるタンパク質含有成分中に存在するタンパク質の量は、
組成物の約６０重量％～約１００重量％（乾燥ベース）に及んでもよい。なおも別の実施
態様では、利用されるタンパク質含有成分中に存在するタンパク質の量は、組成物の約７
０重量％～約１００重量％（乾燥ベース）に及んでもよい。なおもさらなる実施態様では
、タンパク質含有成分は組成物の約７５重量％～約１００重量％（乾燥ベース）に及ぶ。
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なおも別の実施態様では、タンパク質含有成分は組成物の約７５重量％～約９０重量％（
乾燥ベース）に及ぶ。
【００２０】
　押し出し中に利用されるタンパク質含有成分は、多様な適切な植物に由来してもよい。
植物は従来法でまたは有機農法で栽培してもよい。非限定的例として、適切な植物として
は、マメ科植物、トウモロコシ、エンドウ豆、カノーラ、ヒマワリ、ソルガム、アマラン
ス、ジャガイモ、タピオカ、葛、カンナ、ルピナス、ナタネ、オート麦、およびそれらの
混合物が挙げられる。好ましくは、タンパク質はダイズに由来する。
【００２１】
（ｉｉ）ダイズタンパク質材料
　例示的実施態様では、上で詳細したように、押し出し工程でダイズタンパク質単離物、
ダイズタンパク質濃縮物、ダイズ粉、およびそれらの混合物を利用してもよい。ダイズタ
ンパク質材料は、一般に当該技術分野で知られている方法に従って、丸ダイズに由来して
もよい。丸ダイズは、非遺伝子改変ダイズ、遺伝子改変ダイズ、およびそれらの組み合わ
せであってもよい。
【００２２】
　一実施態様では、ダイズタンパク質材料は、ダイズタンパク質単離物であってもよい。
一般に、ダイズタンパク質単離物は、無水（乾燥）ベースで少なくとも約９０％ダイズタ
ンパク質のタンパク質含量を有する。一般的に言えば、ダイズタンパク質単離物が使用さ
れる場合、好ましくは、高度加水分解ダイズタンパク質単離物でない単離物が選択される
。しかし特定の実施態様では、一般に、合わせたダイズタンパク質単離物の高度加水分解
ダイズタンパク質単離物含量が、合わせたダイズタンパク質単離物の約４０重量％未満で
あるという条件で、その他のダイズタンパク質単離物との併用で、高度加水分解ダイズタ
ンパク質単離物を使用してもよい。本発明で有用なダイズタンパク質単離物の例は、例え
ばＳｏｌａｅ，ＬＬＣ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から市販され、ＳＵＰＲＯ（登録商標
）５００Ｅ、ＳＵＰＲＯ（登録商標）ＥＸ３３、ＳＵＰＲＯ（登録商標）６２０、ＳＵＰ
ＲＯ（登録商標）ＥＸ４５、ＳＵＰＲＯ（登録商標）５９５、およびそれらの組み合わせ
が挙げられる。
【００２３】
　代案としては、ダイズタンパク質濃縮物を単独で使用してもよく、またはダイズタンパ
ク質材料源として、ダイズタンパク質単離物と混合してもよい。典型的にダイズタンパク
質濃縮物をダイズタンパク質単離物と混合する場合、ダイズタンパク質濃縮物は合わせた
タンパク質成分重量の約１％～約９９％のレベルで使用される。一実施態様では、ダイズ
タンパク質濃縮物をタンパク質成分の合わせた重量の約５０％までのレベルで使用し得る
。一実施態様では、合わせたタンパク質成分重量の約４０％のダイズタンパク質濃縮物を
使用することもまた可能である。別の実施態様では、使用されるダイズタンパク質濃縮物
の量は、合わせたタンパク質成分重量の約３０％までである。本発明で有用な適切なダイ
ズタンパク質濃縮物の例としては、Ｓｏｌａｅ，ＬＬＣ（Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から
市販されるＰＲＯＣＯＮ（登録商標）２０００、ＡＬＰＨＡ（登録商標）１２、ＡＬＰＨ
Ａ（登録商標）５８００、およびそれらの組み合わせが挙げられる。
【００２４】
　ダイズ粉は単独で使用してもよく、またはダイズタンパク質材料源としてダイズタンパ
ク質単離物、ダイズタンパク質濃縮物、またはダイズタンパク質単離物とダイズタンパク
質濃縮物双方と混合してもよい。ダイズ粉をダイズタンパク質単離物と組み合わせる、ダ
イズ粉はタンパク質成分の合わせた重量の約１％～約９９％のレベルで使用される。ダイ
ズ粉を使用する場合、出発原料は好ましくは脱脂ダイズ粉またはフレークである。全脂ダ
イズは、およそ４０重量％のタンパク質とおよそ２０重量％の油を含有する。脱脂ダイズ
粉またはフレークが出発タンパク質成分を形成する場合、これらの全脂ホールダイズは従
来の方法を通じて脱脂されてもよい。例えば豆を清潔にして脱皮し、挽き割って一連の圧
扁ロールに通過させ、次にヘキサンまたはその他の適切な溶剤を使用して溶剤抽出し、油
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を抽出して脱脂フレークを製造しもよい。脱脂フレークを粉砕してダイズ粉を製造しても
よい。全脂ダイズ粉はまた、タンパク質源の役割を果たしてもよい。
【００２５】
タンパク質含有材料の組み合わせ
　多様な原料から単離されたタンパク質含有材料の組み合わせの非限定的組み合わせを表
Ａに詳述する。一実施態様では、タンパク質含有材料は、ダイズに由来する。別の実施態
様では、タンパク質含有材料は、ダイズ由来材料とカノーラ由来材料の混合物を含んでな
る。なおも別の実施態様では、タンパク質含有材料は、ダイズ、エンドウ豆、および乳製
品に由来する材料混合物を含んでなり、乳タンパク質は、乳清である。
【００２６】
表Ａ．タンパク質含有材料の組み合わせ
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（表Ａ．続き）
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【００２８】
（Ｂ）結合剤
　ダイズタンパク質単離物またはダイズタンパク質濃縮物ベースの配合では、使用される
場合、結合剤は、一般に配合物中のダイズタンパク質成分の約４重量％～約２５重量％に
等しい量で添加される。配合物中のダイズ粉では、結合剤は、配合物中のダイズ粉の約０
重量％～約２５重量％に等しい量で添加されてもよい。ダイズ粉中の結合成分は、その他
の製品中で結合剤の機能を果たし得るので、結合剤を添加する必要なしに、ダイズ粉と別
のダイズタンパク質源を組み合わせることも可能である。
【００２９】
　結合剤は必ずしも別の成分として添加しなくてもよく、それはタンパク質成分の構成要
素であり得る。例としてダイズ粉中のオリゴ糖類は結合剤の役割を果たすが、別に添加さ
れる成分としてでなくダイズ粉の一部として存在する。したがってタンパク質成分が組成
物全体を構成し得る。
【００３０】
　製品中で結合剤を使用する場合、それは穀物、塊茎、根茎、およびその他のデンプン原
料、またはそれらの組み合わせなどの様々な原料からのデンプン源であり得る。多糖類、
オリゴ糖類、単糖類または二糖類を製品中で結合剤として使用し得る。結合剤は、単独で
または組み合わせて使用し得る。理論により拘束されることなく、結合剤はタンパク質ス
トランド間のスペーシングを可能にする低タンパク質相または領域を提供することにより
、タンパク質を別個のストランドに延長できるようにするはずである。
【００３１】
　以下で考察するように、上述の組成物に添加し得る多様なその他の成分がある。これら
としては、着色剤、着香料、栄養添加剤、架橋剤、湿潤剤、食物繊維、ｐＨ調節剤などが
挙げられるが、これに限定されるものではない。その他の成分は組成物の約０重量％～約
４５重量％に及び得る。
【００３２】
（ｉ）炭水化物
　タンパク質に加えて、構造化タンパク質製品中で、その他の添加成分を利用してもよい
ことが想定される。このような成分の非限定的例としては、糖、デンプン、オリゴ糖類、
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および食物繊維が挙げられる。例としてデンプンは、トウモロコシ、タピオカ、ジャガイ
モ、米などに由来してもよい。適切な食物繊維源は、例えば、ダイズ子葉繊維をはじめと
するあらゆる適切な食物繊維であってもよい。食物繊維は、一般に無水ベースで約１重量
％～約４０重量％、好ましくは無水ベースで約１重量％～約２０重量％、および最も好ま
しくは無水ベースで約１重量％～約８重量％に及ぶ量で完成品中に存在する。適切なダイ
ズ子葉繊維は市販される。例えばＦＩＢＲＡＲＩＣＨ（商標）、ＦＩＢＲＩＭ（登録商標
）１２７０、およびＦＩＢＲＩＭ（登録商標）２０００は、Ｓｏｌａｅ，ＬＬＣ（Ｓｔ．
Ｌｏｕｉｓ，ＭＯ）から市販されるダイズ子葉繊維材料である。
【００３３】
（Ｂ）追加的成分
（ｉ）抗酸化剤
　本発明の範囲を逸脱することなく、上で詳述したあらゆるタンパク質含有材料に多様な
追加的成分を添加してもよい。例えば抗酸化剤、抗菌剤、およびそれらの組み合わせが含
まれてもよい。抗酸化剤添加剤としては、ＢＨＡ、ＢＨＴ、ＴＢＨＱ、ローズマリー抽出
物、ビタミンＡ、ＣおよびＥ、およびそれらの誘導体が挙げられる。さらに抗酸化特性を
有する、カロテノイド、トコフェロールまたはフラボノイドを含有するものなどの様々な
植物抽出物を含めて、タンパク質組成物の貯蔵寿命を延長し、または栄養価を高めてもよ
い。抗酸化剤および抗菌剤は、合わせた存在量が、重量でタンパク質含有材料の約０．０
１％～約１０％、好ましくは約０．０５％～約５％、およびより好ましくは約０．１％～
約２％であってもよい。
【００３４】
（ｉｉ）着色剤
　構造化タンパク質製品は、１つ以上の着色剤を含んでなってもよい。着色剤は、押し出
し機内に供給される前にタンパク質含有材料およびその他の成分と混合され、または着色
剤は、プレコンディショナー内で、または押し出し工程において、または当業者に知られ
ている押し出し物を着色するその他の方法において、タンパク質含有材料およびその他の
成分と混合される。使用し得る例示的な着色剤は、目下食品産業で使用されるあらゆる着
色剤である。
【００３５】
（ｉｉｉ）香味料
　構造化タンパク質製品は、１つ以上の香味料を含んでなってもよい。香味料は、押し出
し機内に供給される前にタンパク質含有材料およびその他の成分と混合され、または香味
料は、プレコンディショナー内で、または押し出し工程において、または当業者に知られ
ている押し出し物を着香するその他の方法において、タンパク質含有材料およびその他の
成分と混合される。使用し得る例示的な香味料は、目下食品産業で使用されるあらゆる肉
または肉様フレーバーである。
【００３６】
（ｉｖ）ｐＨ調節剤
　いくつかの実施態様では、押し出し物のｐＨを酸性ｐＨ（すなわち約７．０未満）に低
下させることが望ましいかもしれない。したがってタンパク質含有材料をｐＨ低下剤と接
触させてもよく、次に以下で詳述する方法に従って混合物を押し出してもよい。一実施態
様では、押し出されるタンパク質含有材料のｐＨは約６．０～約７．０に及んでもよい。
別の実施態様では、ｐＨは約５．０～約６．０に及んでもよい。別の実施態様では、ｐＨ
は約４．０～約５．０に及んでもよい。さらに別の実施態様では、材料のｐＨは約４．０
未満であってもよい。
【００３７】
　いくつかのｐＨ低下剤が、本発明で使用するのに適する。ｐＨ低下剤は、有機物または
無機物であってもよい。例示的実施態様では、ｐＨ低下剤は食品等級の食用酸である。本
発明で使用するのに適した非限定的酸としては、酢酸、乳酸、塩酸、リン酸、クエン酸、
酒石酸、リンゴ酸、およびそれらの組み合わせが挙げられる。例示的実施態様では、ｐＨ
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低下剤は乳酸である。
【００３８】
　当業者には理解されるように、タンパク質含有材料と接触させるｐＨ低下剤の量は、選
択される薬剤および所望のｐＨをはじめとするパラメーターに応じて変動し得て、また変
動する。一実施態様では、ｐＨ低下剤の量は乾燥物質ベースで約０．１％～約１５％に及
んでもよい。別の実施態様では、ｐＨ低下剤の量は乾燥物質ベースで約０．５％～約１０
％に及んでもよい。代案の実施態様では、ｐＨ低下剤の量は乾燥物質ベースで約１％～約
５％に及んでもよい。なおも別の実施態様では、ｐＨ低下剤の量は乾燥物質ベースで約２
％～約３％に及んでもよい。
【００３９】
　いくつかの実施態様では、タンパク質含有材料のｐＨを上昇させることが望ましいかも
しれない。したがってタンパク質含有材料をｐＨ上昇剤と接触させ、次に混合物を以下で
詳述する方法に従って押し出してもよい。本発明で使用するのに適した非限定的ｐＨ上昇
剤としては、水酸化カルシウム、水酸化ナトリウム、リン酸三カルシウム、およびそれら
の組み合わせが挙げられる。例示的実施態様では、ｐＨ上昇剤は水酸化カルシウムである
。
【００４０】
（ｖ）ミネラルおよびアミノ酸
　タンパク質含有材料はまた、補足的ミネラルを含んでなってもよい。適切なミネラルは
、１つ以上のミネラルまたはミネラル源を含んでもよい。ミネラルの非限定的例としては
、制限なしに、塩素、ナトリウム、カルシウム、鉄、クロム、銅、ヨウ素、亜鉛、マグネ
シウム、マンガン、モリブデン、リン、カリウム、セレン、およびそれらの組み合わせが
挙げられる。適切なミネラルの形態としては、可溶性無機塩類、わずかしか溶けない無機
塩類、不溶性無機塩類、キレート化ミネラル、ミネラル複合体、炭酸塩ミネラルなどの非
反応性ミネラル、還元ミネラル、およびそれらの組み合わせが挙げられる。
【００４１】
　遊離アミノ酸もまた、タンパク質含有材料に含まれてもよい。適切なアミノ酸としては
、必須アミノ酸、すなわちアルギニン、システイン、ヒスチジン、イソロイシン、ロイシ
ン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、チロシン、
バリン、およびそれらの組み合わせが挙げられる。アミノ酸の適切な形態としては、塩お
よびキレートが挙げられる。
【００４２】
（ｖｉ）水分含量
　典型的に、水が押し出し工程で添加される。水を添加する目的は、タンパク質組成物の
水分補給である。一般的に言えば、押し出される材料の水分含量は、湿潤基本重量の約１
７％～約８０％に及んでもよい。低水分押し出しでは、押し出される材料の水分含量は、
湿潤基本重量で約１７％～約４０％に及んでもよい。代案としては、高水分押し出し用途
では、押し出される材料の水分含量は、湿潤基本重量の約３５％～約８０％に及んでもよ
い。例示的実施態様では、押し出し物は、総押し出し物水分の約２５％～約４０％の湿潤
ベース水分含量を有する。
【００４３】
　使用される成分配合物は、少なくとも１つの高タンパク質含量（約４５％以上のタンパ
ク質重量（乾燥ベース））成分を含み、顕著な多糖類および／またはオリゴ糖類含量を有
する少なくとも１つの結合剤を含んでもよい。高タンパク質成分は、ダイズ単離物、濃縮
物、粉、その他のテクスチャライズできるタンパク質、およびそれらの組み合わせなどの
特定の構成物から選択され得る。任意の結合剤としては、精製デンプン、デンプン質穀物
粉、その他のデンプン質成分などのデンプン、多糖類、および／またはオリゴ糖類が挙げ
られる。その他の適切な結合剤も使用し得る。
【００４４】
　タンパク質含有成分の組み合わせをデンプン、穀物粉、食物繊維、結合剤、およびそれ
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らの混合物からなる群から選択される１つ以上の成分と組み合わせてもよい。
【００４５】
（ｖｉｉ）タンパク質含有材料の押し出し
　タンパク質製品の形成で使用するのに好ましい装置としては、従来の組織化タンパク質
製品を送るように設定された押し出しシステムが挙げられる。この押し出しシステムに流
線型鋳型を装着して、線維性製品の製造を可能にしてもよい。押し出し機は、プレコンデ
ィショナーと共に使用してもよい。
【００４６】
　押し出し機は、タンパク質をテクスチャライズするのに適切なスクリュー配置がある押
し出し機であるべきである。ほとんどの押し出し機製造業者は、タンパク質のテクスチャ
付与のために、顧客に提供するスクリュープロフィールと操作条件を提案している。
【００４７】
　タンパク質をテクスチャライズするために、機械的、熱的、およびその他のエネルギー
の幅広い組み合わせを使用して、適切な条件を達成し得る。主要な要求は、約１２０℃～
約１６０℃に達する押し出し物温度を有することである。１６０℃よりも高い温度も可能
である。要求される温度に押し出し物を加熱するエネルギーは、機械的エネルギー投入、
水蒸気圧入、熱伝達、または押し出し物を加熱するあらゆるその他の方法などの多様な供
給源から得られる。
【００４８】
　バレル壁測定温度または設定値ではなく、押し出し物温度が重要な測定であることに留
意すべきである。様々なバレルセクションは、適切な押し出し物温度に達しさえすれば、
所望されるように加熱または冷却に設定し得る。恐らく最も正確な温度測定は、熱電対を
溶融物の流れに浸漬して、温度測定値に対するバレル壁または型壁温度の影響を最小化す
ることである。正確さには劣るが、より容易に測定される温度は、少なくとも最終バレル
セクション、好ましくは全セクションに対する加熱および冷却を停止して、次に押し出し
機を定常状態温度に到達させることである。非冷却最終バレルセクション内の平衡状態温
度は、一般に押し出し物温度の妥当な近似値である。
【００４９】
　構造化タンパク質製品を調製する適切な押し出し方法は、タンパク質含有材料とその他
の成分を混合容器（すなわち成分配合機）内に装入して成分を合わせるステップと、乾燥
混合タンパク質含有材料プレミックスを形成するステップを含んでなる。乾燥混合タンパ
ク質含有材料プレミックスはホッパーに移してもよく、それから乾燥混合成分がプレコン
ディショナーに供給される。水および／または水蒸気もまたプレコンディショナーで装入
される。次に調質材料を押し出し機に供給し、その中で押し出し機スクリューによって生
じる機械的圧力下で混合物を加熱して、溶融押し出し塊を形成する。代案としては、乾燥
混合タンパク質材料プレミックスを押し出し機に直接供給し、その中に水分および熱を導
入して、溶融押し出し塊を形成してもよい。溶融押し出し塊は押し出しダイアセンブリー
を通って押し出し機を出て、実質的に整列したタンパク質繊維を有する構造化タンパク質
製品を含んでなる材料を形成する。個別成分を供給する複数供給装置など、当業者に知ら
れているその他の方法も使用し得る。
【００５０】
（ｂ）任意の予備調節
　プレコンディショナーを使用し得る。プレコンディショナーの機能は、水蒸気、水、お
よびその他の成分を成分配合に添加し得るステップを有することである。プレコンディシ
ョナー内の滞留時間は、流体成分および／または熱が、混合物の粒子内に浸透する時間を
与える。水は、「乾燥」（「そのままの」）配合の供給速度の約４０％までの速度で添加
し得る。
【００５１】
　プレコンディショナー内では、タンパク質含有材料および任意の追加的成分（タンパク
質含有混合物）を予熱して水分と接触させ、水分を浸透させ、個々の粒子を軟化させる温
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度および圧力条件下に保ってもよい。プレコンディショナーの設計形状および回転速度は
、変化に富んでもよい。
【００５２】
　タンパク質含有混合物は、成分を水および／または水蒸気と接触させることで、押し出
し装置内への装入前に予備調節してもよい。タンパク質含有混合物は、プレコンディショ
ナー内で約３０℃～約１００℃、好ましくは約６０℃～約９５℃の温度に加熱してもよい
。
【００５３】
　典型的に、成分はプレコンディショナーの速度およびサイズに応じて、約０．５分間～
約１０分間にわたって調節される。一実施態様では、成分は約３分間～約５分間にわたっ
て調節される。成分をプレコンディショナー内で水蒸気および／または水と接触させる。
水および／または水蒸気は、成分を押し出し機バレルへの装入に先だって調節する（すな
わち水分補給する）。
【００５４】
（ａ）押し出し装置
　押し出し装置は、一般に１つ以上のスクリュー、バレルアセンブリー、およびダイアセ
ンブリーを含んでなる。
【００５５】
　本発明の実施において有用な適切な押し出し装置は、例えば参照によってその内容全体
を本明細書に援用する米国特許第４，６００，３１１号明細書に記載される二軸スクリュ
ー押し出し機である。適切な市販押し出し装置のさらなる例としては、Ｃｌｅｘｔｒａｌ
，Ｉｎｃ．（Ｔａｍｐａ，ＦＬ）によって製造されるＣＬＥＸＴＲＡＬモデルＢＣ－７２
押し出し機；全てＷｅｎｇｅｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ，Ｉｎｃ．（Ｓａｂｅｔｈ
ａ，ＫＳ）によって製造されるＷＥＮＧＥＲモデルＴＸ－５７押し出し機、ＷＥＮＧＥＲ
モデルＴＸ－１６８押し出し機、およびＷＥＮＧＥＲモデルＴＸ－５２押し出し機が挙げ
られる。本発明で使用するのに適したその他の従来の押し出し機については、例えば本明
細書にその内容全体を参照によって援用する、米国特許第４，７６３，５６９号明細書、
米国特許第４，１１８，１６４号明細書、および米国特許第３，１１７，００６号明細書
に記載される。一軸スクリューまたは多軸スクリュー押し出し機もまた使用してもよい。
【００５６】
　二軸スクリュー押し出し機のスクリューは、バレル内で同一または反対方向に回転し得
る。同一方向のスクリュー回転が共回転と称されるのに対し、反対方向のスクリュー回転
は逆転と称される。押し出し機スクリューまたはスクリュー群の速度は、特定の装置次第
で変動してもよいが、それは典型的には約２００～約８００毎分回転数（ｒｐｍ）である
。押し出し装置は、軸およびスクリュー要素から組み立てられた１つ以上のスクリュー、
ならびに混合ローブおよび輪形シャーロック（ｓｈｅａｒｌｏｃｋ）要素、またはタンパ
ク質材料を押し出すために押し出し装置製造業者によって推奨され、または当業者によっ
て開発されるようなその他の要素を含む。
【００５７】
　水を押し出し機バレル内に注入して、タンパク質のテクスチャ付与を促進してもよい。
溶融押し出し塊を形成する助けとして、水は可塑剤として作用してもよい。水は、押し出
し機バレルと連絡している１つ以上の注入点を通じて、押し出し機バレルに装入してもよ
い。典型的に、バレル内の混合物は、湿潤ベースの重量で約１７％～約８０％の水を含有
する。一実施態様では、バレル内の混合物は、約１７重量％～約４０重量％の水を含有す
る。
【００５８】
（ｃ）押し出し工程
　次に乾燥成分または調節成分を押し出し機内に供給して、混合物を加熱して剪断し、究
極的に可塑化する。押し出し機は、あらゆる市販される押し出し機から選択されてもよく
、タンパク質にテクスチャ付与できる単軸押し出し機、または好ましくは二軸スクリュー
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押し出し機であってもよい。
【００５９】
　成分が一般に押し出し装置に装入される速度は、特定の装置次第で変動する。例えば卓
上押し出し機が約１０ｋｇ／ｈｒで供給されてもよいのに対し、大型生産装置は、毎時数
千キログラムの範囲内で供給されてもよい。
【００６０】
　成分には、一般に押し出し機によって剪断および圧力がかけられて、混合物が可塑化す
る。押し出し機のスクリュー要素は混合物を剪断し、押し出し機を通じて、そしてダイア
センブリーを通じて、混合物を前進させる。
【００６１】
　押し出し機は成分が押し出し機を通過する際に、それらを加熱してもよい。押し出し機
は一般にバレルセクションを加熱または冷却する能力を含む。バレル冷却または加熱を使
用する場合、冷却は冷却媒体を循環させることで実施され、加熱は加熱媒体を循環させる
ことで、または電気的加熱によって実施し得る。押し出し機はまた、水蒸気を押し出し機
バレル内に直接注入するために、水蒸気注入ポートを含んでもよい。一実施態様では、押
し出し機バレルを多区画温度制御配置に設定してもよく、そこでは一般に押し出し機入口
から押し出し機出口にかけて温度が増大するように、区画が設定される。押し出し機は、
所望ならばその他の温度区画配置に設定してもよい。
【００６２】
　成分または成分配合物は押し出され、押し出し物は少なくとも約１２０℃の温度に達す
る。押し出し物は典型的に流線型ダイを通過して、高度に構造化されたタンパク質製品が
得られる。
【００６３】
　成分は、押し出し機内で可塑化塊を形成する。ダイアセンブリーは、可塑化混合物が押
し出し機バレルを流れ出て、ダイアセンブリーに入るようにする配置で押し出し機に取り
付けられ、それによって好ましくはタンパク質繊維が生成し、それはダイアセンブリー中
を流れる際に実質的に整列する。ダイアセンブリーは、面板ダイ、端面ダイ、または実質
的に整列した繊維を生成できるその他のダイであってもよい。
【００６４】
　必要なのは、実質的に整列した繊維を形成できるようにする流線型ダイであるので、多
数のダイの設計が可能である。
【００６５】
　ダイにおける重要な設計基準は、ダイ中の沈着またはダイ中で沈着が起きる機会を最小
化して、好ましくは押し出し物中に蓄積する応力を押し出し物の強度未満に保つことであ
る。この沈着は押し出し機の長時間稼働問題を引き起こし、「焦げた」製品がダイを通過
することになって品質に悪影響を及ぼす。「焦げた」製品は、押し出し機およびダイの中
において高温で生じた反応のために、暗色またはより濃い色になった製品である。可塑化
押し出し物中に蓄積する応力を可塑化押し出し物の強度未満に保つことで、押し出し物は
最小の歪みでダイを出られるようになる。
【００６６】
　押し出し物は、一般にダイアセンブリーを出た後に所望の長さに切断される。製品は押
し出し後に乾燥させてもよい。
【００６７】
（Ｉ）構造化タンパク質製品
　さらに具体的には、本発明は、以下でより詳細に記載されるように、実質的に整列した
タンパク質繊維がある構造化タンパク質製品を含んでなる。例示的実施態様では、押し出
し工程を使用して構造化タンパク質製品が製造される。構造化タンパク質製品は、動物筋
肉に類似した実質的に整列したタンパク質繊維を有するので、本発明のタンパク質組成物
は、一般に最高１００％の動物筋肉を含んでなる組成物に特徴的である、テクスチャおよ
び食感品質を有する。
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【００６８】
　所望の水分含量は、製品の意図される用途次第で大きく変動してもよい。一般的に言え
ば、所望ならば製品は約６重量％～約１３重量％の水分含量を有する。製品は、全ての可
能な用途に対して必ずしも乾燥させなくてもよい。
【００６９】
　製品をさらに粉砕して、押し出し物の平均粒度を低下させてもよい。
【００７０】
（Ｄ）構造化タンパク質製品の特性決定
　本明細書の方法によって作られる構造化タンパク質製品は、典型的に実質的に整列した
タンパク質繊維を含んでなる。本発明の文脈で「実質的に整列した」とは、一般に、構造
化タンパク質製品を形成するタンパク質繊維の顕著により高い割合が互いにおよそ４５°
未満の角度で隣接するような、タンパク質繊維の配置を指す。タンパク質繊維が実質的に
整列しているかどうかの判定は、顕微鏡写真に基づく視覚的判定を使用して実施し得る。
典型的に、構造化タンパク質製品を構成するタンパク質繊維の平均で少なくとも約５５％
は、実質的に整列している。別の実施態様では、構造化タンパク質製品を構成するタンパ
ク質繊維の平均で少なくとも約６０％は、実質的に整列している。さらなる実施態様では
、構造化タンパク質製品を構成するタンパク質繊維の平均で少なくとも約７０％は、実質
的に整列している。追加的実施態様、構造化タンパク質製品を構成するタンパク質繊維の
平均で少なくとも約８０％は、実質的に整列している。さらに別の実施態様では、構造化
タンパク質製品を構成するタンパク質繊維の平均で少なくとも約９０％は、実質的に整列
している。タンパク質繊維の整列の程度を判定する方法は当該技術分野で知られており、
顕微鏡写真に基づく視覚的判定などが挙げられる。
【００７１】
　実質的に整列したタンパク質繊維を有するのに加えて、構造化タンパク質製品はまた、
典型的に全肉筋肉と実質的に同様の剪断強さも有する。本発明の文脈で「剪断強さ」とい
う用語は、線維性構造物の強度を定量化する手段を提供する。剪断強さは、特定のサンプ
ルを剪断するのに要するグラムで示される最大力である。剪断強さを測定する方法につい
ては、実施例１２に記載される。
【００７２】
　一般的に言えば、本発明の構造化タンパク質製品は、少なくとも約１４００グラムの平
均剪断強さを有する。追加的実施態様では、構造化タンパク質製品は約１５００～約１８
００グラムの平均剪断強さを有する。さらに別の実施態様では、構造化タンパク質製品は
約１８００～約２０００グラムの平均剪断強さを有する。さらなる実施態様では、構造化
タンパク質製品は約２０００～約２６００グラムの平均剪断強さを有する。追加的実施態
様では、構造化タンパク質製品は少なくとも約２２００グラムの平均剪断強さを有する。
さらなる実施態様では、構造化タンパク質製品は少なくとも約２３００グラムの平均剪断
強さを有する。さらに別の実施態様では、構造化タンパク質製品は少なくとも約２４００
グラムの平均剪断強さを有する。なおも別の実施態様では、構造化タンパク質製品は少な
くとも約２５００グラムの平均剪断強さを有する。さらなる実施態様では、構造化タンパ
ク質製品は少なくとも約２６００グラムの平均剪断強さを有する。
【００７３】
　構造化タンパク質製品中に形成されたタンパク質繊維サイズを定量化する手段は、細断
特性解析試験によって実施されてもよい。細断特性解析試験は、実施例１３に記載される
。細断特性解析は、一般に、構造化タンパク質製品中に形成された長い繊維の百分率を測
定する試験である。細断特性解析の百分率は、間接的様式で構造化タンパク質製品中のタ
ンパク質繊維整列の程度を定量化する追加的手段を提供する。一般的に言えば、長繊維の
百分率が増大するにつれて、構造化タンパク質製品内で整列するタンパク質繊維の程度も
また、典型的に増大する。反対に、長繊維の百分率が低下するにつれて、構造化タンパク
質製品内で整列するタンパク質繊維の程度もまた、典型的に低下する。
【００７４】
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　本発明の構造化タンパク質製品は、典型的に少なくとも約１０重量％の長繊維の平均細
断特性解析を有する。さらなる実施態様では、構造化タンパク質製品は、約１０重量％～
約１５重量％の長繊維の平均細断特性解析を有する。別の実施態様では、構造化タンパク
質製品は、約１５重量％～約２０重量％の長繊維の平均細断特性解析を有する。さらに別
の実施態様では、構造化タンパク質製品は、約２０重量％～約２５重量％の長繊維の平均
細断特性解析を有する。別の実施態様では、平均細断特性解析は、少なくとも約２０重量
％の長繊維、少なくとも約３０重量％の長繊維、少なくとも約４０重量％の長繊維、少な
くとも約５０重量％の長繊維、少なくとも約６０重量％の長繊維、少なくとも約７０重量
％の長繊維、少なくとも約８０重量％の長繊維である。
【００７５】
　本発明の構造化タンパク質製品は、典型的に、少なくとも約１０重量％の長繊維および
短繊維の平均細断特性解析を有する。さらなる実施態様では、構造化タンパク質製品は約
１０重量％～約１５重量％の長繊維および短繊維の平均細断特性解析を有する。別の実施
態様では、構造化タンパク質製品は約１５重量％～約２０重量％の長繊維および短繊維の
平均細断特性解析を有する。さらに別の実施態様では、構造化タンパク質製品は約２０重
量％～約２５重量％の長繊維および短繊維の平均細断特性解析を有する。別の実施態様で
は、平均細断特性解析は、少なくとも約２０重量％の長繊維および短繊維、少なくとも約
３０重量％の長繊維および短繊維、少なくとも約４０重量％の長繊維および短繊維、少な
くとも約５０重量％の長繊維および短繊維、少なくとも約６０重量％の長繊維および短繊
維、少なくとも約７０重量％の長繊維および短繊維、少なくとも約８０重量％の長繊維お
よび短繊維、少なくとも約９０重量％の長繊維および短繊維である。
【００７６】
　本発明の適切な構造化タンパク質製品は、一般に実質的に整列したタンパク質繊維を有
し、少なくとも約１４００グラムの平均剪断強さを有し、少なくとも約１０重量％の長繊
維平均細断特性解析を有する。より典型的には、構造化タンパク質製品は少なくとも約５
５％整列したタンパク質繊維を有し、少なくとも約１８００グラムの平均剪断強さを有し
、少なくとも約１５重量％の長繊維の平均細断特性解析を有する。別の実施態様では、構
造化タンパク質製品は、少なくとも約５５％整列したタンパク質繊維を有し、少なくとも
約２２００グラムの平均剪断強さを有し、少なくとも約２０重量％の長繊維の平均細断特
性解析を有する。例示的実施態様では、構造化タンパク質製品は、少なくとも約５５％整
列したタンパク質繊維を有し、少なくとも約２６００グラムの平均剪断強さを有し、少な
くとも約３０重量％の長繊維の平均細断特性解析を有する。別の例示的実施態様では、構
造化タンパク質製品は約７５００グラム以下の平均剪断強さを有する。
【００７７】
　製品特性の測定は、測定される試験片の寸法および幾何学的配置に応じておそらく変動
する。特に断りのない限り、この文献中の全測定値は、水分約１０％に乾燥させた、直径
約２５ｍｍおよび長さ約６０ｍｍの寸法を有する円柱状片に関する。
【００７８】
（Ｅ）製品の用途
　本明細書で開示される構造化タンパク質製品は、組織化タンパク質製品を使用するあら
ゆる用途で使用され得る。本発明は、水分補給され細断されたタンパク質組成物と、各組
成物を製造する方法とを提供する。典型的にタンパク質組成物は、実質的に整列したタン
パク質繊維を有して結合剤を含んでもよい、構造化タンパク質製品を含んでなる。
【００７９】
　組成物は、多様な形状を有する多様な食品に加工してもよい。成果物は、冷蔵、冷凍、
調理、または部分調理されてもよい。消費前の冷蔵、凍結、または調理を必要としない成
果物もまた想定される。調理としては、炒める、ソテー、油で揚げる、天火焼き、燻蒸、
衝突調理（ｉｍｐｉｎｇｅｍｅｎｔ　ｃｏｏｋｉｎｇ）、蒸煮、およびその他の加熱方法
が挙げられる。
【００８０】
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　成果物は、調理段階なしにそのまま包装されてもよい。成果物は、例えば凍結トンネル
内での衝撃凍結によってさらに加工されてもよく、引き続いて例えば可塑性パウチなどの
適切なタイプの容器内に包装される。前記タイプのさらなる加工および包装は、通常、製
品が消費前に調理されるファストフード直販店または食品サービス用途向けである場合に
適切である。
【００８１】
　代案としては、成果物の形成後に炭水化物溶液または関連物質を成果物の表面に噴霧す
ることもまた可能であり、それは褐変が所望される、油で揚げる、天火焼きする、または
その他の熱加工中に、褐変を均一にする。引き続いて成果物を衝撃凍結して包装してもよ
い。成果物は、オーブン内で焼き、または加工してもよい。さらに成果物は、調理前また
は後にパン粉づけし、または別の方法で被覆してもよい。
【００８２】
　さらに成果物をレトルト調理してもよい。調理または未調理成果物はまた、レトルト可
能な容器内に包装し密封してもよい。成果物をレトルト調理用にデザインされた不透過性
ケーシングに詰め、調理して常温保存可能な成果物を作ってもよい。
【００８３】
（ｉ）任意の成分の添加
　再構成組成物に多様な香味料、香辛料、抗酸化剤、またはその他の成分を含めて、所望
の香味またはテクスチャを与え、または最終食品を栄養強化してもよい。当業者には理解
されるように、再構成組成物に添加される成分の選択は、製造される食品に左右され得て
、また左右される。
【００８４】
　再構成組成物は、抗酸化剤をさらに含んでなってもよい。抗酸化剤は、天然または合成
であってもよい。適切な抗酸化剤としては、アスコルビン酸およびその塩、パルミチン酸
アスコルビル、ステアリン酸アスコルビル、アノキソマー、Ｎ－アセチルシステイン、イ
ソチオシアン酸ベンジル、ｍ－アミノ安息香酸、ｏ－アミノ安息香酸、ｐ－アミノ安息香
酸（ＰＡＢＡ）、ブチル化ヒドロキシアニソール（ＢＨＡ）、ブチル化ヒドロキシトルエ
ン（ＢＨＴ）、コーヒー酸、カンタキサンチン、αカロテン、βカロテン、βカラオテン
、βアポカロテン酸、カルノソール、カルバクロール、カテキン、没食子酸セチル、クロ
ロゲン酸、クエン酸およびその塩、クローブ抽出物、コーヒー豆抽出物、ｐ－クマル酸、
３，４－ジヒドロキシ安息香酸、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン（ＤＰ
ＰＤ）、チオジプロピオン酸ジラウリル、チオジプロピオン酸ジステアリル、２，６－ジ
－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、没食子酸ドデシル、エデト酸、エラグ酸、エリソルビン
酸、エリソルビン酸ナトリウム、エスクレチン、エスクリン、６－エトキシ－１，２－ジ
ヒドロ－２，２，４－トリメチルキノリン、没食子酸エチル、エチルマルトール、エチレ
ンジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）、ユーカリノキ抽出物、オイゲノール、フェルラ酸、フラ
ボノイド（例えばカテキン、エピカテキン、没食子酸エピカテキン、エピガロカテキン（
ＥＧＣ）、没食子酸エピガロカテキン（ＥＧＣＧ）、ポリフェノールエピガロカテキン－
３－ガレート）、フラボン（例えばアピゲニン、クリシン、ルテオリン）、フラボノール
（例えばダチセチン、ミリセチン、ダエンフェロ）、フラバノン、フラキセチン、フマル
酸、没食子酸、ゲンチアナ抽出物、グルコン酸、グリシン、グアヤクゴム（ｇｕｍ　ｇｕ
ａｉａｃｕｍ）、ヘスペレチン、αヒドロキシベンジルホスフィン酸、ヒドロキシ桂皮酸
（ｈｙｄｒｏｘｙｃｉｎａｍｍｉｃ　ａｃｉｄ）、ヒドロキシグルタル酸、ヒドロキノン
、Ｎ－ヒドロキシコハク酸、ヒドロキシトリロソール、ヒドロキシ尿素、米糠抽出物、乳
酸およびその塩、レシチン、クエン酸レシチン；Ｒ－αリポ酸、ルテイン、リコペン、リ
ンゴ酸、マルトール、５－メトキシトリプタミン、没食子酸メチル、クエン酸モノグリセ
リド；クエン酸モノイソプロピル；モリン、βナフトフラボン、ノルジヒドログアヤレチ
ック酸（ＮＤＧＡ）、没食子酸オクチル、シュウ酸、クエン酸パルミチル、フェノチアジ
ン、ホスファチジルコリン、リン酸、ホスフェート、フィチン酸、フィチルユビクロメル
、ピメント抽出物、没食子酸プロピル、ポリリン酸塩、セージ抽出物、セサモール、シリ
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マリン、シナピン酸、コハク酸、クエン酸ステアリル、シリング酸、酒石酸、チモール、
トコフェロール（すなわちα、β、γ－およびδ－トコフェロール）、トコトリエノール
（すなわちα、β、γ－およびδ－トコトリエノール）、チロソール、バニル酸、２，６
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシメチルフェノール（すなわちＩｏｎｏｘ　１０
０）、２，４－（トリス－３’，５’－ビ－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－ヒドロキシベンジ
ル）－メシチレン（すなわちＩｏｎｏｘ　３３０）、２，４，５－トリヒドロキシブチロ
フェノン、ユビキノン、三級ブチルヒドロキノン（ＴＢＨＱ）、チオジプロピオン酸、ト
リヒドロキシブチロフェノン、トリプタミン、チラミン、尿酸、ビタミンＫおよび誘導体
、ビタミンＱ１０、小麦胚芽油、ゼアキサンチン、またはそれらの組み合わせが挙げられ
るが、これに限定されるものではない。
【００８５】
　組成物中の抗酸化剤の濃度は、約０．０００１重量％～約２０重量％に及んでもよい。
別の実施態様では、組成物中の抗酸化剤の濃度は、約０．００１重量％～約５重量％に及
んでもよい。さらに別の実施態様では、組成物中の抗酸化剤の濃度は、約０．０１重量％
～約１重量％に及んでもよい。
【００８６】
　追加的実施態様では、組成物は、少なくとも１つの着香剤をさらに含んでなってもよい
。着香剤は天然であってもよく、または着香剤は人工であってもよい。
【００８７】
　組成物は、多様な香味料を含んでもよい。適切な着香剤としては、動物肉フレーバー、
動物脂肪、香辛料抽出物、香辛料油、天然燻液、天然燻蒸抽出物、酵母抽出物、シェリー
、ミント、赤砂糖、蜂蜜が挙げられる。香味料および香辛料はまた、含油樹脂および水性
樹脂形態でも入手できるかもしれない。その他の着香剤としては、オニオンフレーバー、
ガーリックフレーバー、またはハーブフレーバーが挙げられる。代案の実施態様では、着
香剤は、ナッツ風味、甘味、またはフルーツ風味であってもよい。適切な果実フレーバー
の非限定的例としては、リンゴ、アプリコット、アボカド、バナナ、ブラックベリー、ブ
ラックチェリー、ブルーベリー、ボイゼンベリー、カンタロープメロン、チェリー、ココ
ナッツ、ツルコケモモ、イチジク、ブドウ、グレープフルーツ、青リンゴ、ハネデューメ
ロン、キーウィ、レモン、ライム、マンゴー、ミックスベリー、オレンジ、桃、柿、パイ
ナップル、キイチゴ、イチゴ、およびスイカが挙げられる。添加してもよいハーブとして
は、ローリエ、バジル、セロリの葉、セルフィーユ、シブレット、香菜、コリアンダー、
クミン、ディル、ショウガ、メース、マヨラナ、コショウ、ターメリック、パセリ、オレ
ガノ、タラゴン、およびタイムが挙げられる。組成物は、風味増強剤をさらに含んでもよ
い。適切な風味増強剤の非限定的例としては、塩化ナトリウム塩、グルタミン酸塩、グリ
シン塩、グアニル酸塩、イノシン酸塩、および５－リボヌクレオチド塩、酵母抽出物、シ
イタケ抽出物、鰹節抽出物、および昆布抽出物が挙げられる。組成物はまた、発酵させる
ことで、または香味料、香辛料、油、水、風味増強剤、抗酸化剤、酸味料（ａｃｉｄｕｌ
ｅｎｔｓ）、保存料、および甘味料を混合することで作られてもよい、様々なソースやマ
リネードを利用してもよい。
【００８８】
　追加的実施態様では、組成物は、コンニャク粉、アルギン酸およびその塩、寒天、カラ
ゲナンおよびその塩、加工キリンサイ（Ｅｕｃｈｅｕｍａ）、ガム（アラビアガム、イナ
ゴマメ、ローカストビーン、グアー、トラガカント、およびキサンタン）、ペクチン、ナ
トリウムカルボキシメチルセルロース、テラガム、メチルセルロース、ゼラチン、および
化工デンプンなどの増粘剤またはゲル化剤をさらに含んでなってもよい。
【００８９】
　さらなる実施態様では、組成物は、ビタミン、ミネラル、抗酸化剤、またはω３脂肪酸
などの栄養素をさらに含んでなってもよい。適切なビタミンとしては、抗酸化剤でもある
ビタミンＡ、Ｃ、およびＥ、そしてビタミンＢおよびＤが挙げられる。添加されてもよい
ミネラルの例としては、アルミニウム、アンモニウム、カルシウム、マグネシウム、鉄、
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およびカリウムの各塩が挙げられる。適切なω３脂肪酸としては、ドコサヘキサエン酸（
ＤＨＡ）、ＥＰＡ（エイコサペンタン酸）、ＳＤＡ（ステアリドン酸（ｓｔｅａｒａｄｏ
ｎｉｃ　ａｃｉｄ））、およびＡＬＡ（αリノレン酸）が挙げられる。
【００９０】
　別の実施態様では、完成品を使用して、再構成菜食主義、全筋肉様製品（すなわち肉無
しまたは実質的に肉無し）、再構成肉製品（すなわち肉を含有する）、または最終製品中
でタンパク質ストランドが構造物を提供するその他の食物組成物を作り出し得る。
【００９１】
　再構成菜食主義、全筋肉様製品が完成品である場合、構造化タンパク質製品を粉砕され
た野菜または粉砕された果物と混合して、再構成菜食主義、全筋肉様製品を製造する。
【００９２】
　再構成肉製品が完成品である場合、構造化タンパク質製品を動物肉と組み合わせて、再
構成肉製品を製造する。多様な動物肉が再構成肉製品中で使用するのに適する。例えば肉
が、ヒツジ、畜牛、ヤギ、豚肉、バイソン、およびウマからなる群から選択される家畜か
らのものであってもよい。動物肉は、チキン、アヒル、ガチョウまたはシチメンチョウな
どの家禽であってもよい。代案としては、動物肉は狩猟動物からのものであってもよい。
適切な狩猟動物の非限定的例としては、バッファロー、シカ、エルク、ヘラジカ、トナカ
イ、カリブー、カモシカ、ウサギ、リス、ビーバー、ジャコウネズミ、フクロネズミ、ア
ライグマ、アルマジロ、ヤマアラシ、ワニ、およびヘビが挙げられる。さらなる実施態様
では、魚または甲殻類からの動物肉であってもよい。適切な魚または魚加工品の非限定的
例としては、ナマズ、マグロ、サケ、バス、サバ、ポラック、メルルーサ、イズミダイ、
タラ、ハタ、ホワイトフィッシュ、ボウフィン、ガー、ヘラチョウザメ、チョウザメ、ブ
リーム、コイ、マス、すり身、ウォールアイ、雷魚、およびサメなどの塩水および淡水魚
が挙げられる。例示的実施態様では、動物肉は牛肉、豚肉、またはシチメンチョウである
。多様な肉質を利用してもよいこともまた想定される。例えば挽いたまたはぶつ切りまた
はステーキ形状いずれかの全肉筋肉を利用してもよい。肉は大幅に異なる脂肪含量を有し
てもよい。
【００９３】
　動物肉としては、常態では肉に付随する、被覆脂肪、および皮膚と腱と神経と血管の一
部があるまたはない、骨格の横紋筋、または例えば舌、横隔膜、心臓、または食道にある
横紋筋が挙げられる。肉副産物の例は、肺、脾臓、腎臓、脳、肝臓、血液、骨、部分的脱
脂低温脂肪組織、胃、それらの内容物を含まない腸などの臓器および組織である。
【００９４】
　構造化タンパク質製品の量は、典型的に、意図される用途次第で、再構成肉製品中の動
物肉量に比例して変動し得て、また変動する。一例として比較的わずかな動物フレーバー
を有する顕著に菜食主義の組成物が所望される場合、再構成肉組成物動物肉の濃度は、約
４５重量％、４０重量％、３５重量％、３０重量％、２５重量％、２０重量％、１５重量
％、１０重量％、５重量％、２重量％、または０重量％であってもよい。代案としては、
比較的高度な動物肉フレーバーを有する再構成肉製品が所望される場合、再構成肉製品中
の動物肉濃度は、約５０重量％、５５重量％、６０重量％、６５重量％、７０重量％、７
５重量％、８０重量％、８５重量％、９０重量％または９５重量％であってもよい。した
がって再構成肉製品中の構造化タンパク質製品の濃度は、約５重量％、１０重量％、１５
重量％、２０重量％、２５重量％、３０重量％、３５重量％、４０重量％、４５重量％、
５０重量％、５５重量％、６０重量％、６５重量％、７０重量％、７５重量％、８０重量
％、８５重量％、９０重量％、９５重量％、または９９重量％であってもよい。
【００９５】
定義
　「押し出し物」という用語は、本明細書での用法では、押し出し機スクリュー、ダイア
センブリー中の、またはダイまたは押し出し機を出たばかりの材料を指す。この文脈で、
いくつかの実施態様では、実質的に整列したタンパク質繊維を含んでなる構造化タンパク
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質製品は、押し出し物であってもよい。
【００９６】
　「繊維」または「タンパク質繊維」という用語は、本明細書での用法では、筋肉繊維構
造に類似したタンパク質のストランドまたはストランド群を指す。この文脈で「繊維」と
いう用語は、ダイズ子葉繊維などの食物繊維の栄養素類を含まない。
【００９７】
　「小麦グルテン」という用語は、本明細書での用法では「主にグリアジンとグルテニン
からなる小麦の主要タンパク質構成要素を指す。小麦グルテンは、小麦粉を水和させて粘
着性の塊を機械的に練り、デンプンおよびその他の小麦粉構成要素から、小麦グルテンを
分離させることで得られる。活性グルテンは、その弾性特性を保つ乾燥グルテンである。
」（２１　ＣＦＲ　１８４．１３２２）。より一般的な意味では、「グルテン」はまた、
小麦グルテンに対するアレルギー性応答を引き起こすかもしれない貯蔵タンパク質を有す
る、小麦と近縁関係にある草本からのタンパク質も含む。
【００９８】
　「無グルテンデンプン」という用語は、本明細書での用法では様々なデンプン製品を指
す。無グルテンまたは実質的に無グルテンのデンプンは、多様なデンプン含有穀物または
植物から作られてもよい。それらは小麦からの、または小麦グルテンアレルギーがある者
においてアレルギー性応答を引き起こすかもしれない貯蔵タンパク質を有する小麦と近縁
関係にある植物からの、グルテンを含有しないので、無グルテンである。
【００９９】
　「長繊維」という用語は、本明細書での用法では、４０ｍｍ（ｍｍ）を超える長さ、５
ｍｍ未満の幅、および２ｍｍ未満の厚さを有するタンパク質繊維を指す。
【０１００】
　「水分含量」という用語は、本明細書での用法では材料中の水分量を指す。材料中の水
分含量は、その内容全体を参照によって本明細書に援用する、Ａ．Ｏ．Ｃ．Ｓ．（米国油
化学会）法Ｂａ　２ａ－３８（１９９７）によって測定し得る。
【０１０１】
　例えばダイズタンパク質含量などの「タンパク質含量」という用語は、本明細書での用
法では、それぞれその内容全体を参照によって本明細書に援用する、Ａ．Ｏ．Ｃ．Ｓ．（
米国油化学会）公定法Ｂｃ　４－９１（１９９７）、Ａａ　５－９１（１９９７）、また
はＢａ　４ｄ－９０（１９９７）によって確認された材料の相対タンパク質含量を指し、
材料サンプルの全窒素含量がアンモニアとして求められ、タンパク質含量はサンプルの全
窒素含量の６．２５倍として求められる。
【０１０２】
　「剪断強さ」という用語は、本明細書での用法では、繊維方向に垂直な剪断に対する押
し出し製品の抵抗性の測定値である。剪断強さはグラムで測定される。剪断の測定につい
ては、実施例１２で詳述する。
【０１０３】
　「ダイズ子葉繊維」という用語は、本明細書での用法では、少なくとも約７０％の食物
繊維を含有するダイズ子葉の多糖類部分を指す。ダイズ子葉繊維は、典型的に少量のダイ
ズタンパク質を含有するが、また１００％食物繊維であってもよい。ダイズ子葉繊維は、
本明細書での用法では、ダイズ皮繊維を指さず、またはそれを含まない。一般にダイズ子
葉繊維は、ダイズの皮および胚芽を除去して子葉を圧扁または粉砕し、圧扁または粉砕子
葉から油を除去して、ダイズ子葉繊維をダイズ材料および子葉炭水化物から分離すること
で、ダイズから得られる。
【０１０４】
　「ダイズタンパク質濃縮物」という用語は、本明細書での用法では、無水ベースで約６
５％～約９０％未満のダイズタンパク質のタンパク質含量を有するダイズ材料である。ダ
イズタンパク質濃縮物はまた、典型的に、無水ベース重量で約３．５％～約２０％のダイ
ズ子葉繊維ダイズ子葉繊維も含有する。ダイズタンパク質濃縮物は、典型的に、ダイズの



(21) JP 2013-509195 A 2013.3.14

10

20

30

40

50

皮と胚芽を除去して子葉を圧扁または粉砕し、圧扁または粉砕子葉から油を除去して、ダ
イズタンパク質とダイズ子葉繊維を子葉の可溶性炭水化物から分離することで、ダイズか
ら形成される。
【０１０５】
　「ダイズ粉」という用語は、本明細書での用法では、好ましくは約１％未満のヘキサン
抽出可能脂質を含有し、１００号メッシュ（米国規格）スクリーンを通過し得るようなサ
イズを有する粒子から形成される、脱脂ダイズ材料の粉砕された形態を指す。ダイズケー
ク、チップ、フレーク、ミール、または材料混合物は、従来のダイズ粉砕工程を使用して
粉砕されてダイズ粉になる。ダイズ粉は、無水ベースで約４９％～約６５％のダイズタン
パク質含量を有する。
【０１０６】
　「ダイズタンパク質単離物」または「単離ダイズタンパク質」という用語は、本明細書
での用法では、無水ベースで少なくとも約９０％のダイズタンパク質のタンパク質含量を
有するダイズ材料である。ダイズタンパク質単離物は、子葉からダイズの皮および胚芽を
除去して子葉を圧扁または粉砕し、圧扁または粉砕子葉から油を除去して、子葉繊維から
子葉のダイズタンパク質および炭水化物を分離し、引き続いて炭水化物からダイズタンパ
ク質を分離することで、ダイズから形成される。
【０１０７】
　「デンプン」という用語は、本明細書での用法ではあらゆる天然原料に由来するデンプ
ンを指す。典型的にはデンプンの原料は、穀物、塊茎、根茎、および果実である。デンプ
ンは典型的に、アミロースおよびアミロペクチンを含有する。
【０１０８】
　「無水ベース重量」という用語は、本明細書での用法では、例えば材料の水分含量が０
％であるような、乾燥させて全水分を完全に除去した後の材料の重量を指す。具体的には
、材料の無水ベース重量は、材料が恒量に達するまで、１３０℃（または当業者に知られ
るその他の温度）のオーブンに材料を入れる前後に、材料を秤量して得られる。
【０１０９】
　「結合剤」という用語は、本明細書での用法では、組成物中のタンパク質からタンパク
質繊維が形成できるようにする、押し出し物部分を指す。結合剤としては、例えばデンプ
ンが挙げられる。
【０１１０】
　「多糖類」という用語は、本明細書での用法では糖ポリマーを指す。
【０１１１】
　「動物タンパク質」という用語は、本明細書での用法では、肉、ミルク、卵、ゼラチン
、皮膚、およびそれらの組み合わせをはじめとするが、これに限定されるものではない、
動物由来タンパク質を指す。
【０１１２】
　「追加的構成物」という用語は、本明細書での用法では、結合剤または繊維形成タンパ
ク質のどちらでもない、あらゆる構成要素を指す。
【０１１３】
　「テクスチャライズ」、「テクスチャライズできる」という用語、またはそのバリエー
ションは、本明細書での用法では、肉様テクスチャを有さない成分から、肉様テクスチャ
を有するように加工されたタンパク質を指す。多数のタンパク質を加工して、（例えばダ
イズタンパク質をはじめとする）組織化タンパク質製品を製造し得る。図５ａおよび６ａ
は、組織化タンパク質製品を例示する。組織化タンパク質製品は、本発明の構造化タンパ
ク質製品と区別され、後者のタンパク質製品の形態は、実質的に整列した繊維および筋肉
様テクスチャを有する（例えば図５ｂおよび６ｂと比較して、図５ａおよび６ａを参照さ
れたい）。
【０１１４】
　以下の例は、好ましい本発明の実施態様を実証するために含まれる。当業者には、続く
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実施例で開示される技術が、本発明の実施において良好に機能することが発明者らによっ
て発見された技術に相当することが、理解されるであろう。しかし当業者は、本開示に照
らして、本発明の精神と範囲を逸脱することなく、なおも類似したまたは同様の結果を得
ながら、開示される特定の実施態様に多数の変更を加え得ることを理解し、したがって記
載されるまたは添付図面に示される全事項は、制限的な意味でなく例証的として解釈され
る。
【実施例】
【０１１５】
実施例１：
　以下の実施例は、少なくともタンパク質およびバインダーからなる、タンパク質組成物
を形成する方法に関する。
【０１１６】
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、５０ｈｐ駆動モーターを装着し、モデル４　ＤＤＣ調質シリン
ダーを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１１７】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部がある流線型ダイを使用した。ダイランドの長さは約１
０ｍｍ、または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１１８】
　７８．８％ＳＵＰＲＯ（登録商標）ＥＸ４５（ダイズタンパク質単離物）、１２．３％
タピオカデンプン、８％Ｆｉｂｒｉｍ（登録商標）２０００（ダイズ繊維）、０．５％リ
ン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１％Ｌ－システインの配合物を使用した。
【０１１９】
　操作条件は、次のとおりであった。
「乾燥」混合供給速度：７５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２５％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：８％の乾燥混合供給速度
バレル水：８％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４２５ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２４％
押し出し機比機械エネルギー：８０ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：４９℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７０℃
バレル帯域３温度設定値：１２５℃
バレル帯域３温度記録値：１２５℃
バレル帯域４温度設定値：１１０℃
バレル帯域４温度記録値：１０９℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約３２％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約２２５０グラムであった。
【０１２０】
実施例２
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１２１】
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　９ｍｍの６つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約６．９ｍｍ、ま
たは約０．７７（無次元表示）であった。
【０１２２】
　７８．８％ＳＵＰＲＯ（登録商標）ＥＸ　４５（ダイズタンパク質単離物）、１２．３
％タピオカデンプン、８％Ｆｉｂｒｉｍ（登録商標）２０００（ダイズ繊維）、０．５％
リン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１％Ｌ－システインの配合物を使用した。
【０１２３】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：８０ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：３０％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：５％の乾燥混合供給速度
バレル水：６．５％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４００ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２９％
押し出し機比機械エネルギー：８２ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：５１℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７０℃
バレル帯域３温度設定値：１２５℃
バレル帯域３温度記録値：１２３℃
バレル帯域４温度設定値：１１０℃
バレル帯域４温度記録値：１１０℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約２４％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約２９５０グラムであった。
【０１２４】
実施例３
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、５０ｈｐ駆動モーターを装着し、モデル４　ＤＤＣ調質シリン
ダーを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１２５】
　１０ｍｍの６つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約７．７ｍｍ、
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１２６】
　７８．８％ＳＵＰＲＯ（登録商標）５９５（ダイズタンパク質単離物）、１２．３％タ
ピオカデンプン、８．０％Ｆｉｂｒｉｍ（登録商標）２０００（ダイズ繊維）、０．５％
リン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１％Ｌ－システインの配合物を使用した。
【０１２７】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：６５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２３％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：８％の乾燥混合供給速度
バレル水：２９％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４２５ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２１％
押し出し機比機械エネルギー：７９ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
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バレル帯域１温度記録値：６２℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７１℃
バレル帯域３温度設定値：１３０℃
バレル帯域３温度記録値：１２６℃
バレル帯域４温度設定値：１４０℃
バレル帯域４温度記録値：１４３℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約４４％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約３４５０グラムであった。
【０１２８】
実施例４
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
【０１２９】
　使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モ
ーターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２
　ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１３０】
　１０ｍｍの６つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約７．７ｍｍ，
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１３１】
　７８．８％ＳＵＰＲＯ（登録商標）ＥＸ４５（ダイズタンパク質単離物）、１２．３％
タピオカデンプン、８％Ｆｉｂｒｉｍ（登録商標）２０００（ダイズ繊維）、０．５％リ
ン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１％Ｌ－システインの配合物を使用した。
【０１３２】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：７５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２７％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：８％の乾燥混合供給速度
バレル水：２０％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４２５ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２５％
押し出し機比機械エネルギー：８２ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：５６℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７３℃
バレル帯域３温度設定値：１３０℃
バレル帯域３温度記録値：１２８℃
バレル帯域４温度設定値：１４０℃
バレル帯域４温度記録値：１４５℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約６２％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約２７５０グラムであった。
【０１３３】
実施例５
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１３４】
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　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１３５】
　７９．４％ＳＵＰＲＯ（登録商標）６２０（ダイズタンパク質単離物）、１２．４％タ
ピオカデンプン、８．１％Ｆｉｂｒｉｍ（登録商標）２０００（ダイズ繊維）、０．１％
Ｌ－システインの配合物を使用した。
【０１３６】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：６０ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２５％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：７．５％の乾燥混合供給速度
バレル水：１０％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：３６０ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２０％
押し出し機比機械エネルギー：６８ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：４９℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７３℃
バレル帯域３温度設定値：１２０℃
バレル帯域３温度記録値：１１９℃
バレル帯域４温度設定値：１３５℃
バレル帯域４温度記録値：１３３℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約５２％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約３０５０グラムであった。
【０１３７】
実施例６
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１３８】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１３９】
　７８．８％ＳＵＰＲＯ（登録商標）６２０（ダイズタンパク質単離物）、１２．３％コ
ーンフラワー、８．０％Ｆｉｂｒｉｍ（登録商標）２０００（ダイズ繊維）、０．５％リ
ン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１３％Ｌ－システインの配合物を使用した。
【０１４０】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：７５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２５％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：７．５％の乾燥混合供給速度
バレル水：１５％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４００ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２４％
押し出し機比機械エネルギー：７１ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
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バレル帯域１温度記録値：４９℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７９℃
バレル帯域３温度設定値：１２５℃
バレル帯域３温度記録値：１２５℃
バレル帯域４温度設定値：１３５℃
バレル帯域４温度記録値：１３６℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約５８％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約４２００グラムであった。
【０１４１】
実施例７
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１４２】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１４３】
　８８％ＳＵＰＲＯ（登録商標）６２０（ダイズタンパク質単離物）、１２％タピオカデ
ンプンの配合物を使用した。
【０１４４】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：６５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２７％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：７．５％の乾燥混合供給速度
バレル水：１１％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：３６０ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２０％
押し出し機比機械エネルギー：６６ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：４８℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７０℃
バレル帯域３温度設定値：１２０℃
バレル帯域３温度記録値：１２４℃
バレル帯域４温度設定値：１３５℃
バレル帯域４温度記録値：１３５℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約３７％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約２４５０グラムであった。
【０１４５】
実施例８
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
【０１４６】
　使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モ
ーターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２
　ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１４７】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
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または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１４８】
　８４．１％ＰＲＯＣＯＮ（登録商標）２０００（ダイズタンパク質濃縮物）、１５％タ
ピオカデンプン、０．５％リン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１％Ｌ－システ
インの配合物を合わせた。
【０１４９】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：６０ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２７％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：８％の乾燥混合供給速度
バレル水：２０％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：３５０ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２３％
押し出し機比機械エネルギー：７８ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：５０℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：７１℃
バレル帯域３温度設定値：１２５℃
バレル帯域３温度記録値：１２５℃
バレル帯域４温度設定値：１３５℃
バレル帯域４温度記録値：１３２℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約４７％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約２３００グラムであった。
【０１５０】
実施例９
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１５１】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１５２】
　８８％ＰＲＯＣＯＮ（登録商標）２０００（ダイズタンパク質濃縮物）、および１２％
タピオカデンプンの配合物を合わせた。
【０１５３】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：６０ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２７％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：８％の乾燥混合供給速度
バレル水：１７％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：３５０ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２４％
押し出し機比機械エネルギー：７９ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：５１℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
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バレル帯域２温度記録値：６６℃
バレル帯域３温度設定値：１２０℃
バレル帯域３温度記録値：１１９℃
バレル帯域４温度設定値：１３５℃
バレル帯域４温度記録値：１３７℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約３４％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約２６５０グラムであった。
【０１５４】
実施例１０
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１５５】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
または約０．７７（無次元表示）であった。
【０１５６】
　１００％ダイズ粉の配合物を使用した。
【０１５７】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：７５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２５％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：７％の乾燥混合供給速度
バレル水：７％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４００ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２７％
押し出し機比機械エネルギー：８２ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：５０℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：６８℃
バレル帯域３温度設定値：１２５℃
バレル帯域３温度記録値：１２５℃
バレル帯域４温度設定値：１３５℃
バレル帯域４温度記録値：１３５℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約２９％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約３８００グラムであった。
【０１５８】
実施例１１
　構造化ダイズタンパク質製品は、以下の方法に従って形成された。
使用された押し出し機は、モデル４　ＤＤＣ調質シリンダーを装着し、５０ｈｐ駆動モー
ターを装着した、長さ：直径（Ｌ：Ｄ）比が１９．５：１のＷｅｎｇｅｒ　ＴＸ－５２　
ＭＡＧ　ＳＴであった。
【０１５９】
　１３ｍｍ径の２つのダイ開口部があるダイを使用した。ダイのランド長は約１０ｍｍ、
または約．７７（無次元表示）であった。
【０１６０】
　４８．６％ＳＵＰＲＯ（登録商標）６２０（ダイズタンパク質単離物）、４０％ＰＲＯ
ＣＯＮ（登録商標）２０００（ダイズタンパク質濃縮物）１０．５％タピオカデンプン、
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０．５％リン酸二カルシウム、０．３％レシチン、０．１％Ｌ－システインの配合物を使
用した。
【０１６１】
　稼働条件は次のとおりであった。
「乾燥」混合物供給速度：７５ｋｇ／ｈｒ
プレコンディショナー水：２５％の乾燥混合供給速度
プレコンディショナー水蒸気供給速度：７．５％の乾燥混合供給速度
バレル水：１８％の乾燥混合供給速度
バレル水蒸気供給速度：０％の乾燥混合供給速度
押し出し機スクリュー速度：４００ＲＰＭ
押し出し機モーター負荷：２５％
押し出し機比機械エネルギー：７８ｋＷ*ｈｒ／トンの「乾燥」供給
バレル帯域１温度設定値：５０℃
バレル帯域１温度記録値：５０℃
バレル帯域２温度設定値：７０℃
バレル帯域２温度記録値：６８℃
バレル帯域３温度設定値：１２５℃
バレル帯域３温度記録値：１２５℃
バレル帯域４温度設定値：１４０℃
バレル帯域４温度記録値：１４０℃
剪断結果（実施例１３に記載される）は、約３４％であった。平均剪断値（実施例１２に
記載される）は、約３３５０グラムであった。
【０１６２】
実施例１２
　以下の試験を使用して、実施例１～１１で製造された製品の剪断を分析した。
【０１６３】
　手順および目標結果は、乾燥（約１０％水分、現状通り）寸法が長さおよそ６ｃｍで直
径２．５ｃｍの塊に関するものであり、プローブが塊の横断面を切断する。使用された装
置は次のとおりであった。Ｉ．テクスチャ分析器：以下を装着したＳｔａｂｌｅ　Ｍｉｃ
ｒｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ：ＴＡ　ＸＴＰｌｕｓまたはＴＡ　ＸＴ２ｉ
Ａ．２５、５０または１００Ｋｇの負荷セル
Ｂ．ＴＡ－４５　Ｉｎｃｉｓｏｒナイフ
Ｃ．サンプルプラットフォーム：
１）ＴＡ　ＸＴＰｌｕｓ－ＴＡ－９０　Ｈｅａｖｙ　Ｄｕｔｙプラットフォーム；
２）ＴＡ　ＸＴ２ｉ装置は、典型的にＴＡ－７　Ｗａｒｎｅｒ　Ｂｒａｔｚｌｅｒ　Ｋｎ
ｉｆｅ　Ｂｌａｄｅからのベースプレートを使用した。ＩＩ．真空包装：サンプル片を単
層で包含するのに十分なサイズのエアバリアを提供する真空パウチ。例としては、以下が
挙げられる。
Ａ．Ｋｉｎｇｓｔａｒ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　Ｃｏ．（Ｃｈｉｎａ）によって製
造され、Ｆｏｏｄ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．によって流通
されている、有効ヒートシールサイズ２×４００ｍｍのモデルＫＶＰ－４２０Ｔ真空包装
機；または同等物
Ｂ．Ｓｅｌｏｖａｃ　２００　Ｂ　ＸＬ；または同等物
ＩＩＩ．はさみ
ＩＶ．秤－秤量５０００ｇ、最小感度±５ｇ
Ｖ．装置は次のようにして準備された。
Ａ．真空包装機：１）包装機が圧力を０．０５バール（＜３７．５ｍｍＨｇ）に低下でき
ることを確認する。２）ばらつきのない密封を作成する設定は、使用される包装機および
パウチによって異なる。密封パルスを調節して、分析で使用される真空パウチの完全な密
封を確実にする。
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Ｂ．テクスチャ分析器：１）製造業者の推奨事項に従って、テクスチャ分析器の力を毎日
１回較正する。２）以下の設定を入力すべきであり、テクスチャ分析器をアップデートす
べきである。
（ａ）Ｍｅａｓｕｒｅ　Ｆｏｒｃｅ　ｉｎ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ
（ｂ）Ｒｅｔｕｒｎ　ｔｏ　Ｓｔａｒｔ
（ｃ）パラメーター：
（ｄ）試験前速度１０ｍｍ／ｓｅｃ
（ｅ）試験速度２．０ｍｍ／ｓｅｃ
（ｆ）検定後速度１０ｍｍ／ｓｅｃ
（ｇ）破裂試験距離（Ｎ／Ａ）
（ｈ）距離（歪み）１６０％
（ｉ）力（Ｎ／Ａ）
（ｊ）時間（Ｎ／Ａ）
（ｋ）負荷セル（ローカル値使用）
（ｌ）温度（Ｎ／Ａ）
（ｍ）トリガー：
（ｎ）トリガータイプ自動
（ｏ）力２０ｇ
（ｐ）プロット停止最後
（ｑ）自動風袋あり
（ｒ）単位：
（ｓ）力グラム
（ｔ）距離％歪み
（ｕ）破断：
（ｖ）検出オフ
（ｗ）レベル（Ｎ／Ａ）
（ｘ）感度（Ｎ／Ａ）
Ｃ．データ処理：１）以下のコマンド配列を有するマクロを入力する。注記：ソフトウェ
アの異なるバージョンは異なるコマンドを有するかもしれないので、適切なコマンドを使
用すること。
（ａ）Ｃｌｅａｒ　Ｇｒａｐｈ　Ｒｅｓｕｌｔｓ
（ｂ）Ｇｏ　ｔｏ　Ｍｉｎ．Ｔｉｍｅ
（ｃ）Ｒｅｄｒａｗ
（ｄ）Ｓｅｔ　Ｆｏｒｃｅ　Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　１０００ｇ
（ｅ）Ｓｅａｒｃｈ　Ｆｏｒｗａｒｄ
（ｆ）Ｇｏ　ｔｏ　Ｆｏｒｃｅ
（ｇ）Ｐｅｒｃｅｎｔ　ｏｆ　Ｍａｘ　Ｆｏｒｃｅ　１００％
（ｈ）Ｄｒｏｐ　Ａｎｃｈｏｒ
（ｉ）Ｍａｒｋ　Ｖａｌｕｅ（Ｆｏｒｃｅ）
ＶＩ．２５℃＋／－２℃の水道水を試薬として使用する。
ＶＩＩ．実施された手順は次のとおりであった。
１）製品を水分補給する。
（ａ）１５個の乾燥製品のホール試験片を秤量し、サンプル重量を記録して試験片を真空
パウチに入れ、サンプルＩＤで標識した。
（ｂ）水和のための水は、重量で３部の水対１部のサンプルの比率である。（サンプル重
量×３）。例えば１５個の製品の重量が１５０グラムであれば、３×１５０グラム＝４５
０グラムの水をバッグに入れる。
（ｃ）良好なヒートシールを確実にするためにパウチ壁を濡らさないように、水を注意深
くバッグに添加する。
（ｄ）真空包装機にパウチを入れ、サンプル塊をバッグ内で均等な層に分配する。いかな
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る塊も互いに「積み重ね」られない。水漏出を防止するようにわずかに傾けた位置にある
真空包装機内部で、バッグを支える。
（ｅ）開始時間を標識する。
（ｆ）バリアパウチを０．０５バール（＜３７．５ｍｍＨｇ）に脱気して、バリアパウチ
を密封する。注記：０．０５バールは＜５％または現行大気圧への圧力低下を表す。異な
る供給業者によって提供されるゲージは、ｃｍＨｇで読み取られるかもしれない。したが
って絶対ｃｍＨｇ真空読み取りは、あらゆる特定の日における位置の大気圧に基づいて変
動し得る。
（ｇ）パウチを漏れについて調べる。漏れが見つかった場合、新しいサンプルを調製する
（上の（ａ）から始める）。
（ｈ）テクスチャ分析に先だって、製品を水分補給して１２～２４時間平衡化する。
２）テクスチャ分析器プローブをゼロに設定する。
３）ナイフ固定部をテクスチャ分析器に取り付ける。
４）穴あきプレートをプラットフォーム内に入れてプレートを固く締める。
５）ナイフがスロット中央を通過するように、ナイフをプレート内のスロットと整列させ
る。
６）ナイフ固定部を固く締める。
７）標準テクスチャ分析器手順に従ってプローブをゼロに設定し、プローブの刃をプレー
ト上で約４０ｍｍの高さに持ち上げる。
８）バッグをはさみで切り開いて、製品試験片の１つを取り出す。
９）ナイフが試験片の一端でなく中央を切り開くように、試験片を長方向で、プレート中
のスロットと垂直方向に置く。
１０）測定が両端から離れた中央で行われるように、試験片を中央に置く。
１１）テクスチャ－分析器を始動する。
１２）ピースを切断（剪断）するのに必要な最大力を収集して記録する。
１３）試験を少なくとも１０回（合計）繰り返す。計算（結果）は次のように実施する。
平均最大力（グラム）、測定値の標準偏差を記録する。
【０１６４】
実施例１３
　以下の試験を使用して、実施例１～１１の製品を分析した。
【０１６５】
　手順および目標結果的は、長さおよそ６ｃｍで直径２．５ｃｍの乾燥寸法である、水分
約１０％に乾燥させた塊に関する。異なる形状またはサイズの塊が使用される場合、それ
はこのサイズと形状に補正する必要がある。
【０１６６】
Ｉ．剪断試験は次のとおり。
Ａ．卓上ミキサー（ボールおよび単独翼パドル付きＫｉｔｃｈｅｎ　Ａｉｄ　ミキサーモ
デルＫＭ１４Ｇ０または同等物）
Ｂ．精度±５ｇ最小の秤量５０００ｇの秤。
Ｃ．真空包装：実施例１２に記載されるとおり。
ＩＩ．装置を次のように準備する。
Ａ．真空包装機：実施例１２に記載されるとおり
Ｂ．卓上ミキサー：１３０±２ｒｐｍを提供する用に設定する。ＲＰＭは、パドル回転で
なく、カム上の元軸を観察して判定する。
Ｃ．２５±２℃の水道水
ＩＩＩ．従うべき手順は次のとおり。
Ａ．水和：実施例１２に記載されるとおり。
Ｂ．製品を剪断して評価する。
１）水分補給した塊を真空パウチから取り出して、水分補給した塊をミキサーボールに入
れる。ミキサーを適切な速度（１３０ｒｐｍ）に設定して、スイッチを入れる。
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２）２分間混合してミキサーを停止し、電源コードを抜いて、パドルに纏わり付く材料を
注意深くボールに入れて、ボールを掻き取ってあらゆる材料をボール壁から落として材料
主塊にまとめる。
３）さらに２分間混合し、電源コードを抜いて、パドルに纏わり付く材料を注意深くボー
ルに入れて、ボールを掻き取ってあらゆる材料をボール壁から落として材料主塊にまとめ
る。
４）さらに２分間混合し、電源コードを抜いて、パドルに纏わり付く材料を注意深くボー
ルに入れて、ボールを掻き取ってあらゆる材料をボール壁から落として材料主塊にまとめ
る。
５）ボール内で製品をもう１回手動で混合して、ミキサーパドルまたはボール側面に付着
したサンプルを再分配する。
６）ボールから５０±０．５グラムの剪断製品を秤量する。５０グラムは剪断された総材
料を代表的する必要がある。
７）次の慣例を使用して、製品を４群に区分する。「ｌｏｎｇ」＝最長寸法、「ｗｉｄｅ
」＝中央寸法、「ｈｉｇｈ」＝最短寸法。
（ａ）長繊維：長さ＞４０ｍｍ、最大５ｍｍ幅、最大２ｍｍ厚さ。全長繊維の総重量を記
録する。
（ｂ）短繊維：２５ｍｍ＝長さ＝４０ｍｍ、最大５ｍｍ幅、最大２ｍｍ厚さ。全短繊維の
総重量を記録する。
（ｃ）シート（一枚の紙に類似）：長さ＞２５ｍｍ、最小５ｍｍ幅、最大２ｍｍ厚さ。全
シートの総重量を記録する。
８）シートスコアを１００％×（長繊維重量＋短繊維重量＋シート重量）／総サンプル重
量、として記録する。有効測定値を得るために、全群で水分含量が同様である必要がある
。
【０１６７】
　例示的実施態様との関連で本発明を説明したが、説明を読めば、当業者にはその様々な
修正が明白であることを理解すべきである。したがって本明細書で開示される本発明は、
添付の特許請求の範囲内の修正を包含することが意図されることを理解すべきである。
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